令和8年5月
介護支援専門員　各位
 門真第3地域包括支援センター
大阪介護支援専門員協会　門真支部
介護支援専門員資質向上研修（法定外研修）
カスタマーハラスメントへの処法箋
　　　　　～事業所としてどう対応するべきか～　

　　今秋の改正労働施策総合推進法の施行により、すべての業種に対し、カスハラ防止
対策が義務化されます。利用者本人・その家族等からの過剰な迷惑行為に対し、
どのような対応が望ましいのかを、法的視点を踏まえ、考えていきます

日　時：令和8年6月18日（木）　13：30～16：30（3時間）　
場　所：門真市保健福祉センター　4階　会議室1・2・3
〒571-0064　門真市御堂町14-1　　
講　師：明石さざんか法律事務所
青木　志帆　先生
定　員：40名
受講料：門真市にお勤めの方　1,000円　 
それ以外の方　　　　2,500円　＊受講料は当日ご持参下さい。　
　　申し込みの期日：令和8年6月 6日（ 土 ）　
　　→お問い合わせ先：門真第3地域包括支援センター　河村　
電話：072-800-0825　　Fax：072-800-0826
注：業務の都合上、すぐに電話対応できない場合があります。
　　できるだけFAXにてお問い合わせ下さい。
参加ご希望の方は受講申込書をＦＡＸにて送信して下さい。
●注意事項を必ずご熟読の上、研修にお申込み下さい。
